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令和８年第１回 北海道議会定例会〔予算特別委員会（総合政策部所管）〕開催状況 

開催年月日 令和８年３月１３日（金） 

質  問 者 民主･道民連合 広田 まゆみ 委員 

答 弁 者 総合政策部長兼地域振興監、計画局長 

      計画推進課長、土地水対策課長 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

一 北海道水資源条例と広域土地利用管理について 

（一）北海道水資源保全条例の制度的性格と課題につい

て 

北海道水資源保全条例と広域土地利用管理について伺

います。 

この水資源保全条例ですけれども、土地取引の届出を通

じてその土地の動きを把握する仕組みでありまして、土地

取得後の利用の変更や開発行為そのものについて、道が主

体的に土地利用を調整する制度とは必ずしもなっていな

い。そして、市町村の提案に基づく仕組みとなっておりま

して、広域自治体としての道が主体的に土地利用管理を行

う制度としては、限界があるというふうに考えています。 

この水資源保全条例の制度的性格と運用上の課題につ

いての認識を伺います。 

 

 

（土地水対策課長） 

条例に基づく取組についてでございますが、道では、水

資源の保全に関する施策の基本的な方向性を示し、特に適

正な土地利用の確保が必要な区域を対象に、市町村長の提

案に基づき、水資源保全地域に指定しており、届出を通じ

て、区域内の土地取引状況を把握した上で、土地所有者に

都市計画法をはじめ関係法令等を周知し、その遵守を促し

ているところでございます。 

 適正な土地利用に向けましては、水資源保全条例を含め

関係法令等や手続きを周知し、土地所有者等に理解いただ

くことが重要であり、今後とも、ホームページはもとより

土地取引に関わる団体等にご協力をいただきながら、情報

発信に努めるなど、本道の水資源の保全に向けた取組を進

めてまいります。 

【再質問】 

今の答弁ですと、課題として認識しているのは、土地利

用者への周知や理解が必要だという課題認識しか受け止

められなかったんですけれど、ちょっと甘いんじゃないで

すか。知事は開発行為に対し、地域との共生を図るとのメ

ッセージを発出されていますが、今の制度では限界がある

と感じています。 

現行制度の限界も含め条例の課題について改めて伺い

ます。 

 

 

（土地水対策課長） 

条例に基づく取組についてでございますが、道では、水

資源の保全に向け、区域内における届出を通じて土地取引

を把握した上で、土地所有者に関係法令等を周知し、その

遵守を促しているところでございますが、道外、海外に在

住されている土地所有者の方もいることから、引き続き、

土地取引に関わる団体のご協力のもと、法令等や手続きの

周知に努めるとともに、２０の府県で、道と同様の条例が

制定されていることなどを踏まえ、法律による統一的な規

制等の検討も要望しているところでございます。 

 

【指摘】 

今の答弁からは、本当に真面目に現行制度に従ってやっ

てますみたいなところは伝わってくるんですけど、基本的

にこの条例制定がされた時期に求められたことと、今の社

会環境から求められることが変わってきているという認

識が欠如しているということを指摘をしたいと思います。 

 

 

 

（二）流域単位での水資源保全と広域自治体の役割につ

いて 

 流域単位での水資源保全と広域自治体の役割について 

伺いたいんですが、国際的な常識から言いますと、この水 

資源の管理というのは、流域単位なんですよね。なので、 

市町村単位の取組だけではなく、広域自治体である道が状 

況を把握し、先進県で、先ほど２０県同様なということが 

ありましたけれども、先進県では、広域的な観点からも対 

応しているところがありますので、水資源保全における広 

域自治体としての道の役割についてどのように認識して 

いるのか伺います。 

 

（土地水対策課長） 

 水資源保全に向けた対応についてでございますが、本道

においては、広域分散型の地域構造を有する中、主な河川

の流域面積や主な水源地となる森林の面積は、全国の約２

割を占めており、道ではこうした地域特性も踏まえ、川上

にある森林地域から、下流域の農業・都市地域まで、関係

する法令等に基づき、適正な土地利用の確保に取り組んで

いるところでございます。 

道といたしましては、今後とも、開発行為に関する法令

等の所管部局との連携はもとより、現地の状況を把握しや

すく、住民に身近な市町村や振興局と土地利用に関する情

報を共有しながら、関係法令等の適切な運用を図るなど、

水資源の保全に向けて取り組んでまいります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

【指摘】 

現時点での条例は、自然環境保全や道民の暮らしについ 

ての配慮については、非常に弱いということを私は指摘を

したいというふうに思います。 

 

 

 

（三）美々川流域の事例にみる広域的土地利用管理の必

要性について 

美々川流域の事例にみる広域的土地利用管理の必要性

について伺いたいと思います。 

苫小牧市の美々川流域において、市街化調整区域の一部

を緩和し、半導体関連産業の物流施設などの立地を可能と

する開発が検討されているとの相談を受けています。この

地域は、ラムサール条約登録湿地であるウトナイ湖にも近

接していまして、野鳥の重要な生息環境とも関係する地域

であることから、自然環境への影響を懸念する声もでてい

ます。産業立地はもちろん地域経済にとって重要ですが、

流域や生態系は行政区域を越えて広がるものであり、個別

の都市計画だけでは十分に捉えきれない側面もあるので

はないでしょうか。 

広域自治体である道としてどのように対応していくの

か伺います。 

 

環境生活部は知らなかったんですよ。開発行為。 

 

（土地水対策課長） 

開発行為への対応についてでございますが、水資源の保

全など適正な土地利用の確保に向けましては、土地の取得

から林地開発、土地造成や建築まで、各段階に応じ、開発

行為に関係する法令等を所管する各部局が横の連携を図

るとともに、現状をよく知る市町村と振興局、本庁による

縦の連携の両方を図ることが重要であると考えてござい

ます。 

 道といたしましては、この度、市町村や関係部局間の連

携の強化に向け法令等の運用を見直したところでござい

まして、こうした取組を通じ、土地利用に関する情報の共

有を図りながら、利用目的の変更を伴う開発行為などに関

し、事案の早期把握と的確な対応につなげてまいります。 

 

 

（四）北海道における土地利用制度の構造的課題につい

て 

美々川流域の事例を調べるうちに判ったことがありま 

す。まだ、美々川流域の方は都市計画法の網が掛かってい

るので、そこの評価はいろいろありますけれども、自然保

護団体などが、意見聴取を受けるといった枠組みがあるん

ですけれども、北海道の土地利用制度を見てみますと、都

市計画法による都市計画区域は北海道の全体の約８％に

とどまっていることが判りました。また、森林は森林法、

農地は農地法、自然環境は自然公園法など、それぞれの制

度が個別に運用されておりまして、広域に土地利用を、他

の県は、これも確実にちゃんと調べていないですけれど、

大体、他の県は半分以上が都市計画法の網にかかるんです

よね。土地利用を広域的・統合的に把握する仕組みが道は

十分ではないという状況にあります。 

こうした北海道の土地利用の構造について、道としてど

のように認識をしているのか。また、把握する必要性につ

いて伺います。 

 

（土地水対策課長） 

本道の特性についてでございますが、本道におきまして

は、土地面積のうち約７割を森林が占め、農地は１割以上、

自然公園は全国最多の２３箇所と広大な土地資源を有し

ておりまして、森林法の伐採届に関する情報などをもと

に、関連する法令等の手続き状況を把握するなど、市町村

や関係部局が連携し、地域特性を踏まえた対応を行ってき

たところでございます。 

 道といたしましては、引き続き、部局間の連携のもと、

国や市町村が保有する情報の共有とその活用を図りなが

ら、関係法令等を適切に運用することにより、適正な土地

利用の確保に向けて取り組んでまいります。 

 

【再質問】 

関係法令を適切に運用し、土地利用の確保に取り組むと

の説明でしたけれども、繰り返しになりますけれども、他

県は都市計画区域が半分以上になっていると思いますけ

れども、北海道では約８％にとどまっていて、ご答弁にあ

りましたように森林が７割、農地が約１割、自然公園も 

２３箇所あるということですが、その例えば自然公園だと

か森林の周辺地域を含め、土地利用の枠組みが必ずしも明

確でない地域が一定程度存在するのではないですか。 

こうした北海道の土地利用の構造について、道としてど

のように把握していくのか、改めて伺います。 

（土地水対策課長） 

本道の特性についてでございますが、本道において、そ

の面積は国土の２割強を占め、森林面積や河川の流域面積

なども広大であるといった特性を踏まえ、道では、森林法

や都市計画法をはじめ一定の地域を対象とした面での規

制とともに、土壌汚染対策法など地域に関わらず、一定の

行為を規制する法令等を併せて適切に運用することによ

り、適正な土地利用の確保を図ってまいります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

（五）GIS等を活用した土地利用情報基盤の整備につい

て 

適正な土地利用の確保を図るということですけれども、

そのいわゆる土地の取得に関して水資源保全条例でやっ

てますよと言ってて、ここは行為の規制のことですよね。

結局、土地について把握していないということですよね、

道として。少なくとも、北海道総合計画においては、ゼロ

カーボン北海道の実現や自然環境の保全など、例えば市町

村に対して、エゾシカもそうだし、再生可能エネルギーも

そうだし、ゾーニングしろって言って、市町村に言ってい

るのに、道自体が土地利用のデータというか情報をちゃん

と持っていないというところが、一番の課題だというふう

に思っております。 

私としてはですね、例えばこれからの投資がたくさん入

っていく中で、できる限り、例えば法的対応だとか科学的

知見に基づいて政策を進めていくことが必要であると考

えていますが、例えば GIS 等を活用した、土地利用情報の

整備や活用について、今後、土地利用の情報をちゃんと把

握していくということを前提にですけれども、そういう活

用についてどのように取り組んでいく考えか伺います。 

 

【指摘】 

 指摘とさせていただきますけれども、道の土地利用の考

え方が、地図情報で、オープンデータで可視化できるよう

にご検討いただきたいと思います。 

 

（計画推進課長） 

土地利用に関する情報の取扱いについてでございます

が、国は、GIS いわゆる地理空間情報に関しまして、ソフ

トウェアの利用に関するガイドを作成するほか、ホームペ

ージ上で GIS を使用した地図データを公表するなどその

活用促進を図っており、道といたしましては、現在、国に

おいて進められている土地所有等情報のデータベースの

検討状況も注視しながら、関係部局において整理している

GIS情報の庁内共有を図るなど、その活用に取り組んでま

いります。 

 

（六）大規模投資と自然環境との調和について 

近年、半導体関連産業をはじめとする大規模投資の動き

が本道でも広がっておりまして、大きな転換点を迎えてい

るのではないかと思います。地域経済にとって重要な機会

ではある一方で、自然環境との調和や土地利用のあり方に

ついて、道民の間には様々な声があります。この産業振興

と自然環境保全を両立していくという信頼を北海道全体

で共有することが重要だと私は考えておりますが、こうい

った投資の受入れにあたり、自然環境との調和について、

道としてどのように対応していくのか伺います。 

 

（計画局長） 

開発行為への対応についてでございますが、道といたし

ましては、大規模な投資を伴うものを含め開発行為は、法

令のもと適正に行われることを前提とし、法令の周知とそ

の遵守を促すことはもとより、違反の状況を早期に把握

し、法令に基づき、厳正に対処していくことが重要と考え

ております。 

 このため、国に対し、規制の強化などを要望しているほ

か、ホームページで必要な法令上の手続きを広く発信する

とともに、違法な開発等の通報窓口を設置し、悪質性の高

い事案に対して、より迅速かつ実効性の高い対応ができる

よう市町村や部局間の連携強化など運用を見直したとこ

ろであり、市町村などとの連携のもと、将来にわたり適正

な土地利用が確保されるよう取り組んでまいります。 

 

（七）北海道における土地利用の基本的方向性について 

今のご答弁、すごい象徴的だと思うのですけど、いわゆ

る知事が言っている共生のメッセージですよね。コピーロ

ボットみたく、そればっかり言うのですよ、各部の人たち

が。本当に知事の共生のメッセージを通して、それを超え

て本当にそれが実行が上がるために、自分たちが今持って

いる制度を見直すという思考に、まったくなっていないと

いうところが、すごく大きな問題だというふうに思ってい

ます。知事のメッセージは上限規制ではありませんよ。そ

れを乗り越える役割が道庁組織に求められていると、私は

思いますので、次の質問に伺いたいと思います。 

ご答弁の中でも、北海道の地域特性という言葉がたくさ

ん出ておりました。北海道における土地利用の基本的な方

向性について伺いたいと思いますけども、繰り返しになり 

（総合政策部長兼地域振興監） 

適正な土地利用のあり方についてでございますが、本道

の面積は国土の約２２％を占め、森林面積や自然公園の面

積は全国の約５分の１を占めるなど広大な土地資源を有

しており、庁内各部局の連携と市町村との連携の双方をし

っかりと図りながら、関係する法令等に基づき、適切な運

用を図っていくことが重要と考えております。 

 道の総合計画におきましては、政策の方向性として、「豊

かで優れた自然環境が保全され、社会･経済と調和する北海

道」を示しており、今後とも、庁内関係部局で構成する「北

海道土地・水対策連絡調整会議」などの活用や振興局と市 

町村の間での情報共有などにより、土地利用に関する施策

間の連携を図ながら、適正な土地利用の確保に取り組んで

まいります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

ますけども、本道では、都市計画の枠組みが及ばない地域

が広く存在する一方で、森林、農地、自然公園など様々な

制度が個別に運用されておりまして、土地利用の、この北

海道の土地をこれからどうするのかという、全体像を示す

仕組みは、必ずしも私は十分とは言えません。皆さん、個

別、個別のところで道庁の人、まじめにやっていると思い

ますけれども、今後、半導体産業をはじめとした新たな産

業立地や再生可能エネルギー開発が進む中で、自然環境の

保全と地域開発の調和を図るためには、北海道として土地

利用の基本的な考え方を整理することが重要ではないか

と考えます。 

北海道における土地利用の基本方向について、どのよう

に整理していく考えか、伺います。 

 

 

【再質問】 

部長から適正な土地利用の確保に取り組むというご答

弁はいただきましたが、再質問させていただきます。 

知事が発出された「地域との共生」のメッセージを踏ま

えると、現行の皆様がお持ちの水資源保全条例の枠組みだ

けでは対応に限界があるのではないでしょうか。そこを踏

まえて、例えば、今お話がありましたように、北海道土地

・水対策連絡調整会議などにおいて、知事メッセージを踏

まえて土地利用の今までのあり方について、具体的な議論

が行われてきたのか、そこを伺いたいと思います。 

また、部長の方からも北海道総合計画で「自然環境と経

済の調和を実現する」というふうな総合計画に言及いただ

きましたが、土地利用の方向性について、これまで庁内で

きちんと検討されたことがあるのか伺います。 

もし十分な議論がなされていないのであれば、北海道の

土地利用の構造的課題を整理し、先ほどお話しした GIS も

含める地図情報などの形で共有しながら、北海道として

の、「土地利用ビジョン」などを検討していく必要がある

と考えます。 

この「土地利用ビジョン」を作る必要性についての認識

を改めて伺います。 

 

（総合政策部長兼地域振興監） 

適切な土地利用のあり方についてでございますが、道で

は、違法な開発事案の発生を受けて「関係法令の遵守は絶

対」といった道の方針を発信する知事メッセージを、道政

課題全般を対象とする庁議において決定・公表するなど、

庁内連携のもと取組を進めてきており、総合計画に基づき

策定する各種計画や方針を踏まえ、関係部局間の調整を図

りながら、開発行為に関わる法令等の運用の見直しなどを

進めるなど、対応の強化に取り組んできたところでござい

ます。 

 今後におきましても、全庁的な会議などを通じ、土地利

用を所管する部局間の連携を図るとともに、振興局と市町

村との間での情報共有も行いながら、総合計画が示す方向

性に基づき、適正な土地利用の確保に努めてまいります。 

 

再質問して失敗したかと思ったのですけど、最初の答弁

で適正な土地利用の確保に取り組むと部長もおっしゃっ

ていただいたのですけど、再質問したら努めるというふう

になってしまいまして、ちょっと失敗したかなと思うので

すが、今後、大規模投資が想定される中で、自然環境との

調和をどう図るか、北海道の未来にとても大きな課題だと

思います。知事が掲げる地域との共生を実行あるものにす

るためにも、北海道としての土地利用ビジョンが必要なの

ではないか、この点について知事にも伺いたいと思います

ので、お取り扱いをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－4－（了） 


